
第１１４号議案 

 

 

町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年(２０２３年)１１月２９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関する条例（平成２７年１２月町田市

条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

略 略 

１１ 市長 略 

１２ 市長 認可外保育施設その他これ

に準ずる施設に在籍する乳

幼児の保護者に対する補助

金の交付に関する事務であ

って市規則で定めるもの 
 

機関 事務 

略 略 

１１ 市長 略 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

略 略 略 

２ 市長 町田市児

童育成手

当条例に

よる児童

育成手当

の支給に

関する事

務であっ

て市規則

で定める

もの 

略 

身体障害者福祉法

（昭和２４年法律

第２８３号）によ

る身体障害者手帳

又は知的障害者福

祉法（昭和３５年

法律第３７号）に

いう知的障害者に

関する情報であっ

て市規則で定める

もの 

法第９条第３項に

規定する戸籍関係

情報（以下「戸籍関

係情報」という。）

であって市規則で

機関 事務 特定個人情報 

略 略 略 

２ 市長 町田市児

童育成手

当条例に

よる児童

育成手当

の支給に

関する事

務であっ

て市規則

で定める

もの 

略 

身体障害者福祉法

（昭和２４年法律

第２８３号）によ

る身体障害者手帳

又は知的障害者福

祉法（昭和３５年

法律第３７号）に

いう知的障害者に

関する情報であっ

て市規則で定める

もの 

 

 

 

 

 

- 2 -

-  -0123456789



定めるもの 

公的給付の支給等

の迅速かつ確実な

実施のための預貯

金口座の登録等に

関する法律（令和

３年法律第３８

号）第３条第３項

第１号から第３号

までに掲げる事項

（以下「公的給付

支給等口座登録簿

関係情報」とい

う。）であって市規

則で定めるもの 

３ 市長 町田市ひ

とり親家

庭等の医

療費の助

成に関す

る条例に

よる医療

費の助成

に関する

事務であ

って市規

則で定め

るもの 

略 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 

健康保険法（大正

１１年法律第７０

号）、船員保険法

（昭和１４年法律

第７３号）、私立学

校教職員共済法

（昭和２８年法律

第２４５号）、国家

公務員共済組合法

（昭和３３年法律

第１２８号）、国民

健康保険法（昭和

３３年法律第１９

２号）、地方公務員

等共済組合法（昭

和３７年法律第１

５２号）又は高齢

者の医療の確保に

関する法律（昭和

５７年法律第８０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市長 町田市ひ

とり親家

庭等の医

療費の助

成に関す

る条例に

よる医療

費の助成

に関する

事務であ

って市規

則で定め

るもの 

略 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 
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号）による医療に

関する給付の支給

又は保険料の徴収

に関する情報（以

下「医療保険給付

関係情報」とい

う。）であって市規

則で定めるもの 

戸籍関係情報であ

って市規則で定め

るもの 

公的給付支給等口

座登録簿関係情報

であって市規則で

定めるもの 

４ 市長 町田市乳

幼児の医

療費の助

成に関す

る条例に

よる医療

費の助成

に関する

事務であ

って市規

則で定め

るもの 

略 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 

医療保険給付関係

情報（高齢者の医

療の確保に関する

法律による医療に

関する給付の支給

又は保険料の徴収

に関する情報を除

く。５の項及び９

の項において同

じ。）であって市規

則で定めるもの 

公的給付支給等口

座登録簿関係情報

であって市規則で

定めるもの 

５ 市長 

 

町田市義

務教育就

学児の医

略 

地方税関係情報で

あって市規則で定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 市長 町田市乳

幼児の医

療費の助

成に関す

る条例に

よる医療

費の助成

に関する

事務であ

って市規

則で定め

るもの 

略 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 市長 町田市義

務教育就

学児の医

略 

地方税関係情報で

あって市規則で定
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療費の助

成に関す

る条例に

よる医療

費の助成

に関する

事務であ

って市規

則で定め

るもの 

めるもの 

医療保険給付関係

情報であって市規

則で定めるもの 

公的給付支給等口

座登録簿関係情報

であって市規則で

定めるもの 

略 略 略 

９ 市長 町田市高

校生等の

医療費の

助成に関

する条例

による医

療費の助

成に関す

る事務で

あって市

規則で定

めるもの 

略 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 

医療保険給付関係

情報であって市規

則で定めるもの 

公的給付支給等口

座登録簿関係情報

であって市規則で

定めるもの 

１０ 市

長 

認可外保

育施設そ

の他これ

に準ずる

施設に在

籍する乳

幼児の保

護者に対

する補助

金の交付

に関する

事務であ

って市規

則で定め

るもの 

生活保護関係情報

であって市規則で

定めるもの 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 

 公的給付支給等口

座登録簿関係情報

であって市規則で

定めるもの 

 

療費の助

成に関す

る条例に

よる医療

費の助成

に関する

事務であ

って市規

則で定め

るもの 

めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 略 

９ 市長 町田市高

校生等の

医療費の

助成に関

する条例

による医

療費の助

成に関す

る事務で

あって市

規則で定

めるもの 

略 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

附 則 

- 5 -

-  -0123456789



この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の２の項及び３の項の改正

規定（いずれも戸籍関係情報に係る部分に限る。）は、戸籍法の一部を改正する法律（令

和元年法律第１７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 
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